
第５号議案 

 

 

博物館再登録について 

 

 

　博物館法（昭和 26 年法律第 285 号）第 11 条の規定による博物館の再登録について、

次のとおり提案します。 

 

 

令和８年２月 13 日 

 

 

広島県教育委員会教育長　篠　田　智　志 

 

 

１　提案の要旨 

　　安芸高田市歴史民俗博物館、仙石庭園庭石ミュージアム及び東広島市立美術館を広

島県教育委員会の博物館登録原簿に再登録する。 

 

２　提案の理由 

　　令和５年４月１日に博物館法の一部を改正する法律（令和４年法律第 24 号）が施

行され、博物館登録制度（登録要件及び審査手続等）の見直しが行われた。 

これに伴い、法改正前に既に登録されている博物館が引き続き登録を受けようとす

る場合は、令和 10 年３月 31 日までに、法改正後の登録要件の審査を受ける必要があ

るため。 

 



３　再登録事項 

 

４　再登録理由 

申請のあった３館について、書面審査及び実地調査を行った結果、博物館法及び博

物館登録等に関する要綱（令和５年４月１日施行）に定める要件を備えていると認め

られるため。 

 

５　再登録年月日 

　　令和８年　月　日（議決の日） 

 

 

設置者の名称及び住所 博物館の名称及び所在地 登録番号

 
安芸高田市 

安芸高田市吉田町吉田 791 番地

安芸高田市歴史民俗博物館 

安芸高田市吉田町吉田 278 番地１
第 26 号

 
公益財団法人仙石庭園 

東広島市高屋町高屋堀 1589 番地７

仙石庭園庭石ミュージアム 

東広島市高屋町高屋堀 1589 番地７
第 32 号

 
東広島市 

東広島市西条栄町８番 29 号

東広島市立美術館 

東広島市西条栄町９番１号
第 33 号



６　根拠規定 

博物館法 

（登録） 

第 11 条　博物館を設置しようとする者は、当該博物館について、当該博物館の所

在する都道府県の教育委員会（略）の登録を受けるものとする。 

（登録の審査） 

第 13 条　都道府県の教育委員会は、登録の申請に係る博物館が次の各号のいずれ

にも該当すると認めるときは、当該博物館の登録をしなければならない。 

一　当該申請に係る博物館の設置者が次のイ又はロに掲げる法人のいずれかに該

当すること。 

イ　地方公共団体又は地方独立行政法人 

ロ　次に掲げる要件のいずれにも該当する法人（略） 

（１）－（３） （略） 

二－六　（略） 

２　（略） 

３　都道府県の教育委員会は、登録を行うときは、あらかじめ、博物館に関し学識

経験を有する者の意見を聴かなければならない。 

（登録の実施等） 

第 14 条　登録は、都道府県の教育委員会が、次に掲げる事項を博物館登録原簿に

記載してするものとする。 

一　第 12 条第１項第１号及び第２号に掲げる事項 

二　登録の年月日 

２　都道府県の教育委員会は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の

申請をした者に通知するとともに、前項各号に掲げる事項をインターネットの利

用その他の方法により公表しなければならない。 

附　則（令和４年法律第 24 号） 

（経過措置） 

第２条　（略） 

２・３　（略） 

４　この法律の施行の際現に旧博物館法第 10 条の登録を受けている又は施行日以

後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条の登録を受ける博物

館は、施行日から起算して５年を経過する日までの間は、新博物館法第 11 条の

登録を受けたものとみなす。（略） 

５・６　（略）



博物館登録審査表（安芸高田市歴史民俗博物館） 
  

登録の審査 
 

博物館法（昭和 26 年法律第 285 号）

 
審査の方法 

 
書面審査を実施するとともに、学識経験者（広島県立歴史博物館
学芸課長（学芸員資格有））及び生涯学習課職員が実地調査を行
い、現地で確認

 
適否

 第 13 条　都道府県の教育委員会は、登録の申請に係る博物館が次の各号のいずれにも該当
すると認めるときは、当該博物館の登録をしなければならない。 
一　当該申請に係る博物館の設置者が次のイ又はロに掲げる法人のいずれかに該当する

こと。 
イ　地方公共団体又は地方独立行政法人 
ロ　次に掲げる要件のいずれにも該当する法人（略） 

⑴　博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること。 
⑵　当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な

知識又は経験を有すること。 
⑶　当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること。

 
 
 
 
安芸高田市歴史民俗博物館設置及び管理条例

適

 二　当該申請に係る博物館の設置者が、第 19 条第１項の規定により登録を取り消され、
その取消しの日から２年を経過しない者でないこと。

これまで博物館の登録の取消しは行われていない。
適

 三　博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制が、
第３条第１項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会
の定める基準（広島県教育委員会においては博物館登録等に関する要綱（令和５年４
月１日施行）の１に定める基準をいう。以下同じ。）に適合するものであること。 

博物館登録等に関する要綱 
１(1)  博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制

適

 ア　博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究の実施に
関する基本的運営方針を策定し当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、
相当の公益性をもって博物館を運営する体制を整備していること。

基本的運営方針を示した書類
及び当該方針の公表方法が分
かる書類

・収蔵資料 
歴史資料(約 3,000)、考古資

料(約 300)、民俗資料（約
9,500）、美術資料(約 400)の合
計約 13,200 点である。 
・展示内容 
常設展及び企画展（令和６年

度計３回、令和７年度計２回）
を開催している。 
・調査研究 
共同研究等の実績がある。 

・学習機会 
学校受入、現地見学会及び講

座等を開催している。 
・職員研修 
他団体主催研修等への職員

参加の実績がある。

 イ　アの基本的運営方針に基づく博物館資料の収集及び管理の方針を定め、当該方
針に基づき、博物館資料を体系的に収集する体制を整備していること。

博物館資料の収集及び管理の
方針を示した書類

 ウ　イに規定する博物館資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博物館資料
の目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備して
いること。

博物館資料の目録 
蔵書の目録

 エ　一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示を行い、又は特定の主題に基づ
き、所蔵する博物館資料若しくは借用した博物館資料による展示を行う体制を整
備していること。 

オ　単独で又は他の博物館若しくは法第３条第１項第 12 号に掲げる学術若しくは
文化に関する諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、その成果を
活用する体制を整備していること。 

カ　博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その他
の教育活動を行う体制を整備していること。

展示、調査研究、学習機会の提
供等に関する申請年度の事業
計画及び前年度の実績を示す
書類 
博物館の事業に関する申請年
度の収支計画及び前年度の実
績を示す書類

 キ　法第７条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されている
こと。

職員への研修に関する申請年
度の実施計画及び前年度の実
績
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登録の審査 

 
博物館法（昭和 26 年法律第 285 号）

 
審査の方法 

 
書面審査を実施するとともに、学識経験者（広島県立歴史博物館
学芸課長（学芸員資格有））及び生涯学習課職員が実地調査を行
い、現地で確認

 
適否

 四　学芸員その他の職員の配置が、第３条第１項各号に掲げる事業を行うために必要な
ものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。 

博物館登録等に関する要綱 
１(2)　学芸員その他の職員の配置

適

 ア　(1)アの基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができる館長
が置かれていること。

館長の氏名、職務内容及び経歴
を示す書類

・組織体制 
館長１人 
副館長１人 
学芸員１人 
事務職員等３人

 イ　学芸員が置かれていること。 学芸員の氏名、資格、職務内容
及び経歴を示す書類

 ウ　(1)アの基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれているこ
と。

その他の職員の名簿及び職務
分担を示す書類 
組織図等の博物館運営を行う
組織の態様を示す書類

 五　施設及び設備が、第３条第１項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都
道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。 

博物館登録等に関する要綱 
１(3)　施設及び設備

適

 　 　 ア　博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を安定的
かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。

施設の概要及びパンフレット
等 
博物館の事業に用いる建物及
び土地の図面及び面積を示し
た書類 
博物館の事業に用いる建物及
び土地の所有者が分かる書類 
博物館の事業に用いる建物及
び土地の所有者が設置者でな
い場合は、設置者が当該建物及
び土地を使用することができ
る権利を有していることが分
かる書類

・延床面積 
1,547 ㎡ 

・防災設備等 
火災報知設備等 
職員訓練実施等 

・バリアフリー対応 
スロープ 
車椅子対応駐車場 
車椅子対応トイレ等

 　　　イ　防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。 防災及び防犯の観点から対応
している事項を示す書類

 　　　ウ　博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必
要な配慮がなされていること。 

　　　エ　高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困
難を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていること。

多様な利用者に対する配慮の
観点から対応している事項を
示す書類

 六　１年を通じて 150 日以上開館すること。 令和５年度開館日数 308 日 
令和６年度開館日数 308 日

適
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博物館登録審査表（仙石庭園庭石ミュージアム） 
  

登録の審査 
 

博物館法（昭和 26 年法律第 285 号）

 
審査の方法 

 
書面審査を実施するとともに、学識経験者（広島県立歴史博物館
学芸課長（学芸員資格有））及び生涯学習課職員が実地調査を行
い、現地で確認

 
適否

 第 13 条　都道府県の教育委員会は、登録の申請に係る博物館が次の各号のいずれにも該当
すると認めるときは、当該博物館の登録をしなければならない。 
一　当該申請に係る博物館の設置者が次のイ又はロに掲げる法人のいずれかに該当する
こと。 
イ　地方公共団体又は地方独立行政法人 
ロ　次に掲げる要件のいずれにも該当する法人（略）

 
 
 
 
 
設置者の法人登記事項証明書

適  ⑴　博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること。 設置者が民事再生法による再生手続又は会社更生法による更生
手続開始の決定を受けていないことを宣誓する書類

 ⑵　当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な
知識又は経験を有すること。

博物館の運営を担当する役員の経歴を示す書類 

 ⑶　当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること。 設置者が、自ら反社会的勢力に該当せず、及び反社会的勢力との
関係がないこと等を宣誓する書類 
設置者が税金を滞納していないことを宣誓する書類

 二　当該申請に係る博物館の設置者が、第 19 条第１項の規定により登録を取り消され、
その取消しの日から２年を経過しない者でないこと。

これまで博物館の登録の取消しは行われていない。
適

 三　博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制が、
第３条第１項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会
の定める基準（広島県教育委員会においては博物館登録等に関する要綱（令和５年４
月１日施行）の１に定める基準をいう。以下同じ。）に適合するものであること。 

博物館登録等に関する要綱 
１(1)  博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制

適

 ア　博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究の実施に
関する基本的運営方針を策定し当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、
相当の公益性をもって博物館を運営する体制を整備していること。

基本的運営方針を示した書類
及び当該方針の公表方法が分
かる書類

・収蔵資料 
屋外：銘石(736)である。 
屋内：岩石・鉱物・化石（530）、

地質図類（掛け軸 11）、ろう石
類（６）、高橋秀夫氏コレクショ
ン（98）の合計 645 点である。 
・展示内容 

常設展及びコレクション展
（令和７年度計３回）を開催し
ている。 
・調査研究 

他館との調査研究連携等の
実績がある。 
・学習機会 

子供向け講座及び出張講演
等を開催している。 
・職員研修 

研修を開催し、職員参加の実
績がある。

 イ　アの基本的運営方針に基づく博物館資料の収集及び管理の方針を定め、当該方
針に基づき、博物館資料を体系的に収集する体制を整備していること。

博物館資料の収集及び管理の
方針を示した書類

 ウ　イに規定する博物館資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博物館資料
の目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備して
いること。

博物館資料の目録 
蔵書の目録

 エ　一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示を行い、又は特定の主題に基づ
き、所蔵する博物館資料若しくは借用した博物館資料による展示を行う体制を整
備していること。 

オ　単独で又は他の博物館若しくは法第３条第１項第 12 号に掲げる学術若しくは
文化に関する諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、その成果を
活用する体制を整備していること。 

カ　博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その他
の教育活動を行う体制を整備していること。

展示、調査研究、学習機会の提
供等に関する申請年度の事業
計画及び前年度の実績を示す
書類 
博物館の事業に関する申請年
度の収支計画及び前年度の実
績を示す書類

 キ　法第７条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されている
こと。

職員への研修に関する申請年
度の実施計画及び前年度の実
績

3



 

  
登録の審査 

 
博物館法（昭和 26 年法律第 285 号）

 
審査の方法 

 
書面審査を実施するとともに、学識経験者（広島県立歴史博物館
学芸課長（学芸員資格有））及び生涯学習課職員が実地調査を行
い、現地で確認

 
適否

 四　学芸員その他の職員の配置が、第３条第１項各号に掲げる事業を行うために必要な
ものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。 

博物館登録等に関する要綱 
１(2)　学芸員その他の職員の配置

適

    　 ア　(1)アの基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができる館長
が置かれていること。

館長の氏名、職務内容及び経歴
を示す書類

・組織体制 
館長１人 
副館長１人 
学芸員１人 
事務職員等４人

 　　　イ　学芸員が置かれていること。 学芸員の氏名、資格、職務内容
及び経歴を示す書類

 　　　ウ　(1)アの基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれているこ
と。

その他の職員の名簿及び職務
分担を示す書類 
組織図等の博物館運営を行う
組織の態様を示す書類

 五　施設及び設備が、第３条第１項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都
道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。 

博物館登録等に関する要綱 
１(3)　施設及び設備

適

 　 　 ア　博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を安定的
かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。

施設の概要及びパンフレット
等 
博物館の事業に用いる建物及
び土地の図面及び面積を示し
た書類 
博物館の事業に用いる建物及
び土地の所有者が分かる書類 
博物館の事業に用いる建物及
び土地の所有者が設置者でな
い場合は、設置者が当該建物及
び土地を使用することができ
る権利を有していることが分
かる書類

・屋外：土地面積 30,154 ㎡ 
　屋内：延床面積 252 ㎡ 
・防災設備等 

消火器等 
職員訓練実施等 

・バリアフリー対応 
スロープ 
車椅子対応駐車場 
車椅子対応トイレ等

 　　　イ　防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。 防災及び防犯の観点から対応
している事項を示す書類

 　　　ウ　博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必
要な配慮がなされていること。 

　　　エ　高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困
難を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていること。

多様な利用者に対する配慮の
観点から対応している事項を
示す書類

 六　１年を通じて 150 日以上開館すること。 令和５年度開館日数 361 日 
令和６年度開館日数 361 日

適
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　博物館登録審査表（東広島市立美術館） 
  

登録の審査 
 

博物館法（昭和 26 年法律第 285 号）

 
審査の方法 

 
書面審査を実施するとともに、学識経験者（広島県立歴史博物館
学芸課長（学芸員資格有））及び生涯学習課職員が実地調査を行
い、現地で確認

 
適否

 第 13 条　都道府県の教育委員会は、登録の申請に係る博物館が次の各号のいずれにも該当
すると認めるときは、当該博物館の登録をしなければならない。 
一　当該申請に係る博物館の設置者が次のイ又はロに掲げる法人のいずれかに該当する

こと。 
イ　地方公共団体又は地方独立行政法人 
ロ　次に掲げる要件のいずれにも該当する法人（略） 

⑴　博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること。 
⑵　当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な

知識又は経験を有すること。 
⑶　当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること。

 
 
 
 
東広島市立美術館の設置及び管理に関する条例

適

 二　当該申請に係る博物館の設置者が、第 19 条第１項の規定により登録を取り消され、
その取消しの日から２年を経過しない者でないこと。

これまで博物館の登録の取消しは行われていない。
適

 三　博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制が、
第３条第１項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会
の定める基準（広島県教育委員会においては博物館登録等に関する要綱（令和５年４
月１日施行）の１に定める基準をいう。以下同じ。）に適合するものであること。 

博物館登録等に関する要綱 
１(1)  博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制

適

 ア　博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究の実施に
関する基本的運営方針を策定し当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、
相当の公益性をもって博物館を運営する体制を整備していること。

基本的運営方針を示した書類
及び当該方針の公表方法が分
かる書類

・収蔵資料 
日本画(約 300)、西洋画(約

3,000)、彫塑（約 50）、西洋陶
磁器(約 100)、その他(50)の合
計約 3,500 点である。 
・展示内容 
コレクション展及び特別展

（令和６年度計９回、令和７年
度計７回）を開催している。 
・調査研究 
共同研究等の実績がある。 

・学習機会 
学校受入、ワークショップ及

び講演等を開催している。 
・職員研修 
職員向け研修を実施してい

る。

 イ　アの基本的運営方針に基づく博物館資料の収集及び管理の方針を定め、当該方
針に基づき、博物館資料を体系的に収集する体制を整備していること。

博物館資料の収集及び管理の
方針を示した書類

 ウ　イに規定する博物館資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博物館資料
の目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備して
いること。

博物館資料の目録 
蔵書の目録

 エ　一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示を行い、又は特定の主題に基づ
き、所蔵する博物館資料若しくは借用した博物館資料による展示を行う体制を整
備していること。 

オ　単独で又は他の博物館若しくは法第３条第１項第 12 号に掲げる学術若しくは
文化に関する諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、その成果を
活用する体制を整備していること。 

カ　博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その他
の教育活動を行う体制を整備していること。

展示、調査研究、学習機会の提
供等に関する申請年度の事業
計画及び前年度の実績を示す
書類 
博物館の事業に関する申請年
度の収支計画及び前年度の実
績を示す書類

 キ　法第７条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されている
こと。

職員への研修に関する申請年
度の実施計画及び前年度の実
績
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登録の審査 

 
博物館法（昭和 26 年法律第 285 号）

 
審査の方法 

 
書面審査を実施するとともに、学識経験者（広島県立歴史博物館
学芸課長（学芸員資格有））及び生涯学習課職員が実地調査を行
い、現地で確認

 
適否

 四　学芸員その他の職員の配置が、第３条第１項各号に掲げる事業を行うために必要な
ものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。 

博物館登録等に関する要綱 
１(2)　学芸員その他の職員の配置

適

 ア　(1)アの基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができる館長
が置かれていること。

館長の氏名、職務内容及び経歴
を示す書類

・組織体制 
館長１人 
学芸員３人 
事務職員等７人

 イ　学芸員が置かれていること。 学芸員の氏名、資格、職務内容
及び経歴を示す書類

 ウ　(1)アの基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれているこ
と。

その他の職員の名簿及び職務
分担を示す書類 
組織図等の博物館運営を行う
組織の態様を示す書類

 五　施設及び設備が、第３条第１項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都
道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。 

博物館登録等に関する要綱 
１(3)　施設及び設備

適

 　 　 ア　博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を安定的
かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。

施設の概要及びパンフレット
等 
博物館の事業に用いる建物及
び土地の図面及び面積を示し
た書類 
博物館の事業に用いる建物及
び土地の所有者が分かる書類 
博物館の事業に用いる建物及
び土地の所有者が設置者でな
い場合は、設置者が当該建物及
び土地を使用することができ
る権利を有していることが分
かる書類

・延床面積 
3,947 ㎡ 

・防災設備等 
火災報知設備等 
職員訓練実施等 

・バリアフリー対応 
スロープ 
車椅子対応駐車場 
車椅子対応トイレ等

 　　　イ　防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。 防災及び防犯の観点から対応
している事項を示す書類

 　　　ウ　博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必
要な配慮がなされていること。 

　　　エ　高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困
難を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていること。

多様な利用者に対する配慮の
観点から対応している事項を
示す書類

 六　１年を通じて 150 日以上開館すること。 令和５年度開館日数 308 日 
令和６年度開館日数 305 日

適
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名　　称

所 在 地

設 置 者

目　　的

沿　　革

施設規模

組織体制

収蔵資料

展示内容

入 館 料

入館者数

開館時間

休 館 日

開館日数

館の概要

安芸高田市歴史民俗博物館

安芸高田市吉田町吉田278番地１

安芸高田市
（安芸高田市吉田町吉田791番地）

安芸高田市の文化財を保存し、その活用を図り、文化財に関する市民の知識及び文
化的教養の向上に資するため。

昭和46年５月　吉田郷土資料館として開館
平成 ２年３月　吉田町歴史民俗資料館として新築移転開館
平成16年３月　安芸高田市吉田歴史民俗資料館に名称変更
平成17年９月　博物館登録（旧制度）
平成22年４月　安芸高田市歴史民俗博物館に名称変更

延床面積：1,547㎡

館長　　　　　 １人
副館長　　　　１人
学芸員　　　　１人
事務職員等　３人

歴史資料(約3,000)、考古資料(約300)、民俗資料（約9,500）、美術資料(約400)
合計約13,200点

常設展及び企画展（令和６年度は計３回、令和７年度は計２回開催）

一般（15歳以上）　500円

10,532人（令和６年度）

9：00～17：00

毎週火曜日（休日の場合を除く。）、休日の翌日（土日を除く。）、年末年始

308日（令和６年度）
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名　　称

所 在 地

設 置 者

目　　的

沿　　革

施設規模

組織体制

収蔵資料

展示内容

入 館 料

入館者数

開館時間

休 館 日

開館日数

館の概要

仙石庭園庭石ミュージアム

東広島市高屋町高屋堀1589番地７

公益財団法人仙石庭園
（東広島市高屋町高屋堀1589番地７）

仙石庭園を広く一般に公開し、日本の庭石文化に触れることで自然の景観や環境の
大切さを学習し、日本古来の庭石文化振興等の発展に寄与するため。

平成17年    　　庭園の一般公開を開始
令和 ２年12月　仙石庭園銘石ミュージアムとして博物館登録（旧制度）
令和 ５年 ５月　仙石庭園庭石ミュージアムに名称変更

屋外　土地面積：30,154㎡
屋内　延床面積：　  252㎡

館長　　　　　 １人
副館長　　　　１人
学芸員　　　　１人
事務職員等　４人

屋外　銘石（736点）
屋内　岩石・鉱物・化石（530点）、地質図類（掛け軸11点）、ろう石類（６点）、
　　　　高橋秀夫氏コレクション（98点）　合計645点

常設展及びコレクション展（令和７年度は計３回開催）

一般　　　　　　   1,000円（800円）
中学生・小学生　 300円（150円）
年間通用券　    3,000円
（（　）内は団体料金）

9,477人（令和６年度）

9：00～17：00

12月29日～１月１日

361日（令和６年度）
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名　　称

所 在 地

設 置 者

目　　的

沿　　革

施設規模

組織体制

収蔵資料

展示内容

入 館 料

入館者数

開館時間

休 館 日

開館日数

館の概要

東広島市立美術館

東広島市西条栄町９番１号

東広島市
（東広島市西条栄町８番29号）

市民の美術品を鑑賞する機会の拡大及び市民の美術に関する創造的な活動の支援
を図ることにより文化の発展に寄与するため。

昭和53年 ４月　大久保博氏が美術館を建設し、東広島市に寄贈
昭和54年 ６月　東広島市立美術館開館
令和 ２年11月　新築移転開館
令和 ５年 １月　博物館登録（旧制度）

延床面積：3,947㎡

館長　　　　　 １人
学芸員　　　　３人
事務職員等　７人

日本画(約300)、西洋画(約3,000)、彫塑（約50）、西洋陶磁器(約100)、その他(50)
合計約3,500点

コレクション展及び特別展（令和６年度は計９回、令和７年度は計７回開催）

一般　　　　　　　　300円（240円）
大学生　　　　　　 200円（160円）
（（　）内は団体料金）

40,348人（令和６年度）

9：00～17：00（入館は16：30まで）

毎週月曜日（休日の場合はその翌日）、年末年始

305日（令和６年度）
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令和８年２月13日現在

設置者 名称 所在地

1 宗教法人厳島神社 厳島神社宝物館 廿日市市宮島町１番地１ 昭和27年９月20日登録

2 宗教法人耕三寺 耕三寺博物館 尾道市瀬戸田町瀬戸田553番地の2 昭和27年９月20日登録

3 福山市 福山市立福山城博物館 福山市丸の内一丁目8 昭和42年９月28日登録

4 広島県 広島県立美術館 広島市中区上幟町２番22号 昭和43年４月１日登録 令和６年３月22日再登録

5 尾道市 尾道市立美術館 尾道市西土堂町17番19号 昭和55年２月28日登録

6 宗教法人平等大慧会 海の見える杜美術館 廿日市市大野亀ヶ岡10700番地 昭和58年３月17日登録 令和７年３月14日再登録

7 呉市 呉市立美術館 呉市幸町４番９号入船山公園内 昭和58年７月22日登録 令和７年３月14日再登録

8 広島県 広島県立歴史博物館 福山市西町二丁目４番１号 平成３年２月８日登録 令和６年３月22日再登録

9 (公財)しぶや美術館 しぶや美術館 福山市本町8番27号 平成６年２月17日登録

10 (公財)能宗文化財団 福山自動車時計博物館 福山市北吉津町三丁目1番22号 平成６年５月13日登録

11 広島県 広島県立歴史民俗資料館 三次市小田幸町122番地 平成７年２月24日登録 令和６年３月22日再登録

12 (公財)ウッドワン美術館 公益財団法人ウッドワン美術館 廿日市市吉和4278番地 平成９年９月12日登録 令和７年３月14日再登録

13 尾道市 平山郁夫美術館 尾道市瀬戸田町沢200番地2 平成10年10月15日登録

14 福山市 ふくやま美術館 福山市西町二丁目4番3号 平成11年３月12日登録

15 福山市 福山市しんいち歴史民俗博物館 福山市新市町新市916番地 平成11年５月14日登録

16 庄原市 庄原市立比和自然科学博物館 庄原市比和町比和1119番地１ 平成17年１月14日登録

17 安芸高田市 安芸高田市歴史民俗博物館 安芸高田市吉田町吉田278番地１ 平成17年９月９日登録 令和８年２月　日再登録

18 庄原市 庄原市帝釈峡博物展示施設時悠館 庄原市東城町帝釈未渡1909番地 平成17年９月９日登録

19 広島県 頼山陽史跡資料館（広島県立歴史博物館分館） 広島市中区袋町５番15号 平成31年１月31日登録 令和６年３月22日再登録

20 (公財)仙石庭園 仙石庭園庭石ミュージアム 東広島市高屋町高屋堀1589番地７ 令和２年12月23日登録 令和８年２月　日再登録

21 東広島市 東広島市立美術館 東広島市西条栄町９番１号 令和５年１月13日登録 令和８年２月　日再登録

22 (一財)下瀬美術館 下瀬美術館 広島県大竹市晴海２丁目10番50号 令和５年７月14日登録 （法改正後の新登録）

23 熊野町 筆の里工房 安芸郡熊野町中溝五丁目17番1号 令和５年10月13日登録 法改正後の新登録
平成27年１月30日～指定施設

令和８年２月13日現在

設置者 名称 所在地

1 廿日市市 宮島水族館 廿日市市宮島町10番3 昭和35年３月28日指定

2 福山市 福山市立動物園 福山市芦田町大字福田276番地の１ 平成23年12月５日指定

3 (公財)みやうち芸術文化振興財団 アートギャラリーミヤウチ 廿日市市宮内4347番地２ 令和２年７月10日指定 令和７年３月14日確認※

※博物館法施行規則の一部を改正する省令（令和５年文部科学省令第２号）附則第２条第４項に規定する、博物館法施行規則第24条第１項の要件を備えている旨の確認

令和８年２月13日現在

登録博物館の設置者 登録博物館の名称 登録博物館の所在地

1 (公財)ひろしま美術館 ひろしま美術館 広島市中区基町3番2号 昭和53年10月４日登録 令和８年１月９日再登録

2 広島市 広島市こども文化科学館 広島市中区基町５番83号 昭和55年５月13日登録 令和７年１月28日再登録

3 広島市 広島市郷土資料館 広島市南区宇品御幸二丁目６番20号 昭和61年２月18日登録 令和７年１月28日再登録

4 広島市 広島市交通科学館 広島市安佐南区長楽寺二丁目12番２号 平成７年２月24日登録 令和７年１月28日再登録

5 (公財)泉美術館 泉美術館 広島市西区商工ｾﾝﾀｰ二丁目3番1号 平成９年10月23日登録 令和８年１月９日再登録

6 広島市 広島市江波山気象館 広島市中区江波南一丁目40番1号 平成19年６月８日登録 令和８年１月９日再登録

指定施設の設置者 指定施設の名称 指定施設の所在地

1 広島市 広島市安佐動物公園 広島市安佐北区安佐町動物園 昭和47年４月10日指定

2 国立大学法人広島大学 広島大学総合博物館 東広島市鏡山１丁目１番１号 平成30年２月14日指定

3 広島市 広島城 広島市中区基町21番1号 令和３年11月24日指定

4 広島市 広島市現代美術館 広島市南区比治山公園1番1号 令和３年11月24日指定

5 公立大学法人広島市立大学 広島市立大学芸術資料館 広島市安佐南区大塚東三丁目4番1号 令和４年11月11日指定

登録博物館一覧

備考

指定施設一覧

備考

（参考）国又は広島市が所管する登録博物館及び指定施設一覧

備考

備考

10



文化庁資料から引用

令和５年４月　博物館法改正のポイント 

 
改正博物館法の見直し内容 

 【旧制度】　～R5.3.31 【新制度】　R5.4.1～

 【登録博物館】 
対象：地方公共団体 
一般社団法人もしくは一般財団法人 
宗教法人等政令で定める者 
 

審査：外形的な基準に基づき審査 
法律上の目的を達成するために必要な 
①博物館資料があること 
②学芸員その他の職員を有すること 
③建物及び土地があること 
④一年を通じて 150日以上開館すること

【新たな登録博物館】 
対象：設置者による要件を撤廃 
（国・独法以外の設置者はすべて対象に） 
 
 
審査：活動内容の質等について実質的に審査 
・設置者の経済的基礎・社会的信望 
・資料の収集・保管・展示、調査研究の体制※ 
・学芸員等の職員の配置※ 
・事業を行うにふさわしい施設や設備※ 
・一年を通じて 150日以上開館すること 
（※は、省令を参酌し各都道府県が基準を設定）

 【博物館相当施設】 
審査：外形的な基準に基づき審査 
対象：設置者による限定なし

【指定施設】 
審査：登録博物館の審査基準を踏まえ規定 
対象：設置者による限定なし

 
【登録博物館】 
 

都道府県教委又は指定都市教委の登録審査を受けた館

【指定施設】 
 

国・都道府県教委・指定都市教委が、登録館に類する事業を行う施設
として指定した館

 

登録要件 
(設置主体)

地方公共団体 
一般（公益）社団・財団法人、宗教法人　等 

＋ 
地方独立行政法人や会社等の民間の法人に対象を拡大

 
制限なし 
↓ 

引き続き制限なし

 

登録要件 
(その他)

館長・学芸員の必置 
年間 150日以上の開館　等 

＋ 
博物館としての活動も考慮

学芸員相当職員の必置 
年間 100 日以上の開館　等 

↓ 
登録要件の改正踏まえ検討 
（省令・教育委員会規程での規定）

 

メリット

○固定資産税や事業所税等の非課税措置等の税制上の優遇が適用 
○特別交付税の申請が可能 
○登録美術品制度に基づく美術品の公開が可能 
○美術品補償制度の利用が可能 
○希少野生動物種の個体の譲渡し等が可能                  等

（措置無し） 
（措置無し） 
○登録美術品制度に基づく美術品の公開が可能 
○美術品補償制度の利用が可能 
○希少野生動物種の個体の譲渡し等が可能                  等

学校法人、株式
会社、社会福祉
法人等は対象外

活動の質や公益
性を担保し、向
上を促すことが
できていない

設置主体の多様化への対応

博物館運営の改善・向上への寄与
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